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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
六
号

令
和
三
年
第
一
回
東
京
都
議
会
定
例
会
を
、
二
月
十
七
日
に
招
集

す
る
。令

和
三
年
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
百
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条

第
十
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取

（
以
下
「
公
聴
会
」
と
い
う
。
）
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
公
聴
会

の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
住

所
、
氏
名
及
び
当
該
公
聴
会
の
事
由
と
な
る
処
分
に
つ
い
て
の
利
害

関
係
を
記
し
た
書
面
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
聴
会
を
行
う
日
時

令
和
三
年
二
月
十
八
日
（
木
曜
日
）
午

後
二
時
か
ら

二

公
聴
会
を
行
う
場
所

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
階
二
〇
一
会

議
室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

三

書
面
の
提
出
先

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調

整
課
審
査
担
当
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
三
階
）

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話
〇
三
（
五
三
八
八
）
三
三
三
四

四

公
聴
会
を
行
う
理
由

次
の
建
築
許
可
を
す
る
た
め

建
築
主
住

所
氏
名

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号

新
宿
ア
イ
ラ
ン
ド
管
理
組
合
管
理
者

株
式
会
社

新
宿
ア
イ
ラ
ン
ド

建
築
敷
地

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
一
番
地
三

地
域
地
区

等

商
業
地
域
、
防
火
地
域
及
び
高
度
利
用
地
区

申

請

の

概

要

工
事
種
別

及
び
用
途

用
途
変
更

事
務
所
、
共
同
住
宅
、
飲
食
店
、
物
品
販
売
業
を

営
む
店
舗
及
び
自
動
車
車
庫

敷
地
面
積

約
一
六
、
七
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
面
積

約
八
、
三
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

延
べ
面
積

約
二
〇
八
、
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

構
造
及
び

階
数

鉄
骨
造
一
部
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

地
上
四
十
四
階
地
下
四
階

高
さ

一
八
九
・
四
二
メ
ー
ト
ル

適
用
条
文

建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
十
項
た
だ
し
書

◉
東
京
都
告
示
第
百
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
十

四
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
目
黒
区
大
橋
二
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い

な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
百
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

法
第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害

者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
百
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
般
国
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
二
月
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

十
四
号

二

供
用
開
始
の
区
間

江
戸
川
区
北
小
岩
一
丁
目
四
百
三
番
二
地

先
か
ら
同
所
二
千
百
五
番
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
三
年
二
月
十
日
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◉
東
京
都
告
示
第
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
の
管
理
す
る
一
般
国
道
に
お
い
て
、

道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
二
月
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

十
四
号

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

江
戸
川
区
北
小
岩
一
丁
目
四
百
三
番
二
地
先
か
ら
同
所
二
千
百

五
番
地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
三
年
二
月
十
一
日

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
一
〇
〇
万
人
の
ふ
る
さ
と
回
帰
・
循
環

運
動
推
進
・
支
援
セ
ン
タ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

高
橋

公

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
二
丁
目
十
番
一
号

東
京
交
通
会
館

八
階

四

そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地

大
阪
市
中
央
区
本
町
橋
二
丁
目
三
十
一
番

五

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
七
年
八
月
二
十
七
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
ハ
ビ
タ
ッ
ト
協
会

二

代
表
者
の
氏
名

中
村

徹

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
隼
町
二
番
十
二
号

藤
和
半
蔵
門
コ
ー
プ
一

〇
三
号

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
六
月
三
十
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
を
美
し
く
す
る
会

二

代
表
者
の
氏
名

利

哲
雄

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
十
二
番
六－

六
〇
一
号

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
日
ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ツ
ク
ラ
ブ

二

代
表
者
の
氏
名

秦

信
行
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三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
豊
島
区
南
大
塚
三
丁
目
二
番
六
号

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
一
月
五
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
四
日
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
コ
ピ
オ
長
房
Ａ
ゾ
ー
ン

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
長
房
町
三
百
四
十
番
十
二

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
ア
ル
プ
ス

四

意
見

ア

聴
取
者

八
王
子
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
三
年
一
月
十
二
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
二
月
十
日
か
ら
同
年
三
月
十
日
ま
で
。

た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平

成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

（
仮
称
）
コ
ピ
オ
長
房
Ｂ
ゾ
ー
ン

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
長
房
町
三
百
四
十
番
三
十
九

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
ア
ル
プ
ス

四

意
見

ア

聴
取
者

八
王
子
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
三
年
一
月
十
二
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
二
月
十
日
か
ら
同
年
三
月
十
日
ま
で
。

た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平

成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

Ｄ
Ｃ
Ｍ
ホ
ー
マ
ッ
ク
八
王
子
み
な
み
野
店

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
み
な
み
野
一
丁
目
三
番
一
号

三

設
置
者
名

Ｄ
Ｃ
Ｍ
ホ
ー
マ
ッ
ク
株
式
会
社

四

意
見

ア

聴
取
者

八
王
子
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
三
年
一
月
十
二
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
二
月
十
日
か
ら
同
年
三
月
十
日
ま
で
。

た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平

成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

中
島
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

小
平
市
花
小
金
井
一
丁
目
二
番
二
十
三
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行

四

意
見

ア

聴
取
者

小
平
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
三
年
一
月
十
四
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
二
月
十
日
か
ら
同
年
三
月
十
日
ま
で
。

た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平

成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
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